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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　熱的燃焼エンジンからの稀釈された排気ガスの中の特定汚染物質の試料を採取するため
の、アルデヒド及びケトンの放出物を対象とする第１モジュール（１）と、及び炭化水素
放出物の試料を採取するための第２モジュール（２）とを含むシステムにおいて、これが
更に、上記試料採取を上記熱的エンジンの予め定められた動作時期と時期的に連動させる
ための手段を含み、そして、
　第１モジュール（１）が、
○稀釈された排気ガスを試料採取するための少なくとも１つのサンプリング通路及びこの
通路と並列に配置されたガス通過シミュレーション通路を含み、その際上記各通路は上記
稀釈されたガスのための共通の入口（３０）と、及び濾過要素（３５）、質量流量調節器
（３６）及びポンプ（３７）が直列配置で含まれているラインに連結された共通の出口と
を有している、上記稀釈された排気ガスの中に含まれているアルデヒド類及びケトン類を
捕集するための捕集回路（３）及び
○稀釈用空気を試料採取するための少なくとも１つのサンプリング通路及びこの通路と並
列に配置されたガス通過シミュレーション通路を含み、その際上記各通路は上記稀釈用空
気のための共通の入口（４０）と、及び濾過要素（４５）、質量流量調節器（４６）及び
ポンプ（４７）が直列配置で含まれているラインに連結された共通の出口とを有している
、稀釈用空気サンプリング回路（４）
を含む、
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熱的燃焼エンジンからの稀釈された排気ガスの中の特定汚染物質の試料を採取するための
システム。
【請求項２】
　第１モジュール（１）が更に、稀釈されたガス及び稀釈用空気をこれらがサンプリング
モジュール（１）自身の中へ進入するに先立って搬送するのに用いた各回路をクリーニン
グするための排除流回路（６）を含む、請求項１のシステム。
【請求項３】
　アルデヒド及びケトンを捕集する回路が、サンプリング通路の１つの中に存在している
少なくとも１つのサンプリングカートリッジ（３１）を含む、請求項１または２のシステ
ム。
【請求項４】
　各サンプリングカートリッジ（３１）の下流にソレノイド弁（３２）が配置されていて
、ガスを下流へ流すか、又は対応する通路を閉鎖することを許容する、請求項３のシステ
ム。
【請求項５】
　排除流回路（６）が排除用ガスの一般的入口（６１）と２つの並列通路（６２、６３）
とを含み、その際その一方は稀釈排気ガスの捕集回路（３）と組み合わされており、そし
てもう一方は稀釈用空気の捕集回路（４）と組み合わされていて、その際両方の通路は一
方の端部において排除用ガスの一般入口（６１）へ開口しており、そしてもう一方の端部
において稀釈されたガスの入口（３０）へ、又は稀釈用空気の入口（４０）へ開口してい
る、請求項２ないし４のいずれか１つのシステム。
【請求項６】
　排除流回路（６）の各通路（６２、６３）が排除用ガスの一般入口（６１）に近接して
配置されてその通路内の循環を停止させることを許容するソレノイド弁（６６、６７）と
、及び通路（６２、６３）の中の排除用ガスの流量を固定させるための要素（６４、６５
）とを含む、請求項５のシステム。
【請求項７】
　炭化水素を試料採取するための第２モジュール（２）が、
○稀釈された排気ガスのための少なくとも１つの一般的入口（Ｇ１、Ｇ２）、サンプリン
グバッグ（５２）の設けられた少なくとも１つの第１の通路及び上記サンプリングバッグ
の外側でガスの循環を許容する、第１通路と並列のもう一つの通路、
○上記の各通路の１つへ上記排気ガスを選択的に指向させることを許容する手段、
○稀釈用空気の一般的入口、サンプリングバッグ（５９）の設けられた少なくとも１つの
通路及び上記サンプリングバッグの外側で稀釈用空気の循環を許容するもう一つの通路、
及び
○稀釈用空気を上記通路の１つへ選択的に指向させることを許容する手段
を含む、先行の各請求項のいずれか１つのシステム。
【請求項８】
　第２モジュール（２）が更に、１つ以上のサンプリングバッグ（５２、５９）の中に含
まれているガスを、放出／充填のサイクルによって排除するための回路（７）を含む、請
求項７のシステム。
【請求項９】
　上記排除用回路（７）が排除用ガスの一般的入口（７１）と、ポンプ（７３）に連結さ
れた第１ソレノイド弁（７２）と、第２ソレノイド弁（７４）と、出口（７６）と、及び
それら並列通路に連結するための連結回路とを含む、請求項８のシステム。
【請求項１０】
　第１ソレノイド弁（７２）が、一般的入口（７１）と、ポンプ（７３）と、及びそれら
並列の通路に連結するための上記連結回路とにそれぞれ連結されている、請求項９のシス
テム。
【請求項１１】
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　第２ソレノイド弁（７４）が、一般的出口（７６）と、ポンプ（７３）と、及びそれら
並列の各通路に連結するための連結回路とへそれぞれ連結されている、請求項９又は１０
のシステム。
【請求項１２】
　排除用回路（７）が更に、第２ソレノイド弁（７４）とそれらサンプリングバッグに組
み合わされた各並列通路との間に配置されたフィルタ（７５）を含み、その際このフィル
タ（７５）はバッグの充填サイクルの間に空気を浄化するためのものである、請求項８な
いし１１のいずれか１つのシステム。
【請求項１３】
　排気ガス指向手段が、ガス循環通路に配置されたソレノイド弁（５０）と、サンプリン
グバッグの設けられた通路（又は各通路）に配置されたソレノイド弁（５１）と、及び上
記各並列通路の上流に設けられたソレノイド弁（２９）とを含む、請求項７ないし１２の
いずれか１つのシステム。
【請求項１４】
　稀釈用空気の指向手段が、空気循環通路に設けられたソレノイド弁（５７）と、サンプ
リングバッグを備えた通路（又は各通路）に設けられたソレノイド弁（５８）と、及び上
記並列の各通路の上流に設けられたソレノイド弁（５６）とを含む、請求項７ないし１３
のいずれか１つのシステム。
【請求項１５】
　第２炭化水素サンプリングモジュール（２）が、稀釈されたガスの一般的入口の近傍に
存在する２つの並列通路（Ｇ１、Ｇ２）を含み、その際その一方（Ｇ１）はジーゼルエン
ジンからのガスのために、そしてもう一方（Ｇ２）はスパーク点火エンジンからのガスに
用いられる、請求項７ないし１４のいずれか１つのシステム。
【請求項１６】
　ジーゼルエンジン排気ガスに用いるための上記通路が、加熱されたフィルタ（２２）と
、及び試料採取されるべきガスの質量流量を固定するための要素（２３）とを含む、請求
項１５のシステム。
【請求項１７】
　スパーク点火エンジンからの排気ガスに用いるための上記通路が、その試料採取される
べきガスの質量流量を固定させるための要素（２４）と、及び汚染物質フィルタ（２５）
とを含む、請求項１５又は１６のシステム。
【請求項１８】
　更に、その稀釈されたガスの試料を採取するための各並列回路の上流においてポンプ（
２８）と流量計（２７）とが含まれている、請求項１５ないし１７のいずれか１つのシス
テム。
【請求項１９】
　稀釈用空気供給ラインが、それら並列の各通路の上流においてフィルタ（５３）と、ポ
ンプ（５５）と、及び調節可能な流量計（５４）とを含む、請求項７ないし１８のいずれ
か１つのシステム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、熱的燃焼エンジンからの排気ガスのようなガス状流体を分析するために試料採
取する領域に関する。より特別には本発明は、アルデヒド類及びケトン類、並びに炭化水
素類を含むガス状流体の試料のサンプリングに関する。
【０００２】
本発明によれば、２つの試料採取方法をその選ばれた分析の目的に従って同時に、又は非
同時に行うことが生きる。
【０００３】
本発明の有利な適用例の１つは、標準駆動サイクルの間にシャシ動力計により試験される
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エンジン付き車両の排気ガスの試料を採取することに関する。本発明は、或る予め定めら
れた駆動サイクルの間にそのエンジン車両の正確な作動時期と組み合わせていくつかの試
料の採取を自動的に確実に実現するように構成される。
【０００４】
【従来の技術】
今日まで、シャシ動力計での作業により行なわれるエンジン付き車両の排気ガスの中の個
別のアルデヒド、ケトン及び炭化水素の測定はそれぞれの個別の測定装置を用いてそれら
種々異なった要素の間の相互連絡的結合がなく、すなわち実際に信頼性のある正確で再現
性のある試料採取の仕様がないままに行なわれてきた。
【０００５】
アルデヒド及びケトンの放出物については、これらの化学種の試料を採取してこれらをヒ
ドラゾン化合物に導くことを許容する、ジニトロフェニルヒドラジンでグラフトされたシ
リカカートリッジが一般的であり、かつ最も一般に用いているものの１つである。各カー
トリッジは後で分析実験室において、これらの化合物を或る溶媒（アセトニトリル）の中
に溶解させるために処理しなければならない。この試料採取技術は効果的であって使用が
容易であると言う利点を有し、そしてこれはその試料の中程度の期間にわたる貯蔵の可能
性を提供する。次にそれらヒドラゾン誘導体を、この溶液の１部をＨＰＬＣ（高性能液体
クロマトグラフィー）装置の中へ注入することにより分離し、そして個別に紫外線吸収装
置によって検出する。
【０００６】
更に、このようなカートリッジを使用し、そして例えば信頼性のある精密なアルデヒド及
びケトンの放出物の定量のために必要な各試料採取パラメータを制御し、監視し、そして
記録するようなサンプリング仕様の必要な各段階の実施を許容するような市販のコンパク
トな装置は存在していない。
【０００７】
Ｃ1 ないしＣ13の個々の炭化水素放出物を対象とし、そして通常の汚染物質（ＣＯ、全炭
化水素、ＮＯx 等）の試料採取を実施する場合と類似した標準的な試料採取条件を与える
ために　Ｔｅｄｌａｒ　（化学的に不活性で可塑化剤を含まないポリ塩化ビニルフィルム
）の貯蔵バッグが一般に用いられている。これらのバッグは一般に、その作動サイクルの
間に供給される稀釈された排出物の代表的なものを与えるために現存の各装置と平行して
取り付けられる。
【０００８】
他の公知の種々の方法では、それらの試験の後でそのようなサンプリングバッグの中に捕
集されたガスをより小型のバッグ（１０ないし２０リットル）へ移してそれらを分析実験
室へより容易に運ぶことができるようにしている。次に少量を各特定の分析仕様（較正さ
れたループによる注入、固体支持材の上での試料の再濃縮等）に従ってガスクロマトグラ
フィー装置の中へ注入する。ときには、ジーゼルエンジン車両から排出されたガス状流出
物は濾過されるておらず、これがそれらバッグを汚染する。他の公知のいくつかの場合に
おいて濾過は例えば、炭化水素の保留により、中でもＣ13よりも低級の炭化水素含有化合
物の損失を招くことがある。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
アルデヒド類、ケトン類、炭化水素類のような特定の汚染物質を、標準的作動サイクルに
従って試料採取することを許容するような、サンプリング用の公知の装置はまだ存在して
いない。本発明はこのような型の試料採取を許容するものである。
【００１０】
本発明は中でも、公知のカートリッジを使用することを許容し、それらカートリッジをい
かなる外部的汚染をも排除するようにして適当なサンプリング支持体に迅速にかつ密封的
に取り付けること、各サンプリングパラメータを簡単にプログラムすること、そのエンジ
ン車両の作動時期に従って各排気流の捕集を開始させる指令が与えられたときに完全に自
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動的にサンプリングすることを許容する。更に、本発明はその作動サイクルの間における
試料採取の条件（流量、温度、捕集時間等）の永続的な制御を許容する。
【００１１】
言い換えれば、本発明は運転中の熱的エンジンより排出されるガスのモジュール的な、自
動化された、そして相互応答的に連結された試料採取を許容する。
【００１２】
すなわち、本発明は、熱的燃焼エンジンからの稀釈された排気ガスの中に含まれている特
定の汚染物質の試料を採取するための、アルデヒド及びケトンの放出物を対象とする第１
のモジュールと、及び炭化水素放出物を対象とする第２のモジュールとを含むシステムを
提供する。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
本発明によれば、このシステムは上記サンプリングを上記熱的エンジンの予め定められた
作動時期と時期的に連動させる手段を含む。
【００１４】
特に、その第１のモジュールは、
○稀釈された排気ガスを試料採取するための少なくとも１つのサンプリング通路及びこの
通路と並列に配置されたガス通過シミュレーション通路を含み、その際上記各通路は上記
稀釈されたガスのための共通の入口と、及び濾過要素、質量流量調節器及びポンプが直列
配置で含まれているラインに連結された共通の出口とを有している、上記稀釈された排気
ガスの中に含まれているアルデヒド類及びケトン類を捕集するための捕集回路及び
○稀釈用空気を試料採取するための少なくとも１つのサンプリング通路及びこの通路と並
列に配置されたガス通過シミュレーション通路を含み、その際上記各通路は上記稀釈用空
気のための共通の入口と、及び濾過要素、質量流量調節器及びポンプが直列配置で含まれ
ているラインに連結された共通の出口とを有している稀釈用空気サンプリング回路
を含む。
【００１５】
この第１モジュールはまた、その稀釈されたガス及び稀釈用空気がこの試料採取モジュー
ル自身に進入するに先立って流れた各回路をクリーニングするための排除流回路を含むこ
ともできる。
【００１６】
すなわちそのアルデヒド及びケトン捕集用回路はサンプリング通路の中に配置された少な
くとも１つのサンプリングカートリッジを含む。
【００１７】
各サンプリングカートリッジの下流にソレノイド弁を設けることができ、これがそのガス
を下流へ流すか、又は対応する通路を閉鎖することを許容する。
【００１８】
より詳細には、その排除流回路は排除用ガスのための一般的な入口、及び一方がその稀釈
された稀釈ガス捕集回路に組み合わされ、そして他方が稀釈用空気捕集回路に組み合わさ
れた２つの並列の通路を含み、その際それら両方の通路は一方の端において排除用ガスの
ための一般的入口へ開口し、そしてもう一方の端においてその稀釈されたガスの入口へか
又は稀釈用空気の入口へ開口する。
【００１９】
この排除流回路の各通路は有利には、その排除用ガスの一般的入口に近接して配置されて
その通路を通る循環を停止させることを許容するソレノイド弁と、及びこの通路の中の排
除用ガスの流量を固定させるための要素とを含む。
【００２０】
【発明の実施の形態】
本発明によれば、炭化水素類を対象とする第２サンプリングモジュールは、
○　稀釈された排気ガスのための少なくとも１つの一般的入口、サンプリングバッグの設
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けられた少なくとも１つの第１の通路及び上記サンプリングバッグの外側でガスの循環を
許容する、第１通路と並列のもう一つの通路、
○　上記の各通路の１つへ上記排気ガスを選択的に指向させることを許容する手段、
○　稀釈用空気の一般的入口、サンプリングバッグの設けられた１つの通路及び上記サン
プリングバッグの外側で稀釈用空気の循環を許容するもう一つの通路、及び
○　稀釈用空気を上記通路の１つへ選択的に指向させることを許容する手段を含む。
【００２１】
更に、この第２の処理手段は、１つ以上のサンプリングバッグの中に含まれているガスを
放出／充填のサイクルにより排除させるための回路を含むことができる。
【００２２】
より詳細にはこの排除用回路は、排除用ガスの一般的入口、ポンプに連結された第１ソレ
ノイド弁、第２ソレノイド弁、出口及びそれら並列通路に連結するための連結回路を含む
。
【００２３】
特に、その第１ソレノイド弁は上記一般的入口へ、上記ポンプへ、そして上記各並列通路
と連結される連結通路に連結されている。
【００２４】
更に、その第２ソレノイド弁は上記一般的出口へ、上記ポンプへ、及び各並列通路と連結
される上記連結回路へ連結されている。
【００２５】
ついでながら、その排除用回路は更に、第２ソレノイド弁と、各バッグが組み合わされて
いる各並列通路との間に配置されたフィルタを含み、その際このフィルタはガス充填サイ
クルの間に空気を浄化させるためのものである。
【００２６】
排気ガスの指向手段は特に、ガス循環通路に配置されたソレノイド弁と、サンプリングバ
ッグが設けられている通路（又は各通路）に配置されているソレノイド弁と、及び上記各
並列通路の上流に配置されたソレノイド弁とを含む。
【００２７】
更に、稀釈用空気の指向手段は、空気循環通路に配置されたソレノイド弁と、サンプリン
グバッグが設けられた通路（又は各通路）に配置されているソレノイド弁と、及び上記各
並列通路の上流に配置されたソレノイド弁とを含む。
【００２８】
本発明の特別な特徴の１つによれば、その第２炭化水素サンプリングモジュールは稀釈さ
れたガスの一般的入口の近傍に設けられた、一方がジーゼルエンジンからのガスに用いる
ための、そしてもう一方がスパーク点火エンジンからのガスに用いるための２つの並列の
通路を含む。
【００２９】
そのジーゼルエンジン排気ガスのために用いられる通路は特に、加熱されたフィルタと、
及びその試料採取されるべきガスの質量流量を固定するための要素とを含み、これに対し
てもう一方の通路はその試料採取されるべきガスの質量流量を固定させるための要素と、
及び汚染物質濾過用のフィルタとを含む。
【００３０】
更に、このシステムはその稀釈されたガスのサンプリングのための各並列通路の上流にお
いてポンプ及び流量計を含む。
【００３１】
ついでながら、その稀釈用空気の供給ラインはそれら並列通路の上流においてフィルタと
、ポンプと、及び調節可能な流量計とを含む。
【００３２】
本発明の他の諸特徴、諸利点及び詳細は以下に添付の図面を参照してあげる非制限的な実
施例の記述より明らかとなるであろう。
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【００３３】
【実施例】
本発明に従うアルデヒド及びケトンのサンプリングモジュール１を図１に図式的に示す。
【００３４】
全体として、このモジュールはアルデヒド及びケトンの捕集回路３を含み、これは上記稀
釈されたガスのための一般的な入口３０よりなり、そしてこれはいくつかの並列の通路に
分割されており、その際その若干のものはアルデヒド及びケトンのサンプリング手段３１
（例えば「Ｓｅｐ－Ｐａｋ　Ｓｉｌｉｃａ　Ｗａｔｅｒｓ」カートリッジ）と、及び各通
路の中で指令に従って流れを停止させるためのソレノイド弁３２とを含み、他の並列通路
はその他の通路の中でのガスの通過をシミュレートするものであって、これはフィルタ３
３とソレノイド弁３４とを含む。
【００３５】
これら並列通路の全ては、フィルタ３５、質量流量調節器３６及びポンプ３７を直列に配
置して含むことのできる或る単一通路に設けられた共通の出口を有する。
【００３６】
第１モジュール１はガスを稀釈するのに用いる稀釈用空気をサンプリングするための回路
４の第２の一般的入口４０を含む。
【００３７】
回路４は全体として回路３と同様に構成されており、すなわち、これは共通の一般的な入
口４０を有するいくつかの並列通路を含む。いくつかの通路（この場合には３本）が稀釈
用空気のサンプリングを許容するが、このものはカートリッジ４１及びこのカートリッジ
４１の下流においてそれに組み合わされるソレノイド弁４２を有する。他の通路は各サン
プリング通路の中のガスの通過をシミュレートすることを許容し、これらの通路は一般に
ソレノイド弁４４と直列にフィルタ４３を含む。この通路はその稀釈されたガスをサンプ
リング通路自身の中に流すことが不必要な場合にこのガスをこの中に流すことを許容する
。各ソレノイド弁の制御によってガスの選択的な分配が許容される。
【００３８】
この技術分野において公知のいかなる手段も本発明の技術的範囲より逸脱することなく用
いてそのガスの選択的な指向（又は分配）を達成することができる。例えば、多通路ソレ
ノイド弁を使用することができる。
【００３９】
それら並列通路の共通の出口（参照数字は付されていない）は或る単一の通路の入口に連
結されており、この単一通路は好ましくはフィルタ４５、質量流量調節器４６及びポンプ
４７を含む。
【００４０】
すなわち、サンプリングモジュール１は稀釈用空気及び稀釈されたガスのそれぞれのサン
プリングを確実にし、そしてこれは後でその稀釈されていないガスの組成を求めることを
許容する。加えて、モジュール１は排除流回路６を含むことができ、このものはモジュー
ル１の中で全ての試料採取が完了したときにその稀釈されたガス及び稀釈用空気の各入口
を向流ですすぎ出すことを許容する。
【００４１】
例えば窒素ガスのような排除用ガスは一般的入口６１へ供給されるが、これは２つのライ
ン６２、６３に分けられており、その際その一方６２は稀釈用空気入口４０へ開口してお
り、そしてその第２のライン６３は稀釈されたガスの一般的入口３０へ開口している。
【００４２】
各ライン６２、６３はソレノイド弁６６、６７及びその排除用ガスの流量を固定させるた
めの手段６４、６５を含むが、その際この手段は例えば毛細管であることができる。
【００４３】
稀釈用空気及びその稀釈されたガスは好ましくはその第１モジュールへ進入するに先立っ
て、例えば加熱棒により加熱される。
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【００４４】
炭化水素のサンプリングモジュール２の各主要な要素を図２に示すが、これはその稀釈さ
れたガスのための第１の構成部２１及びその稀釈用空気のための第２の構成部８を含む。
加えて、ガスで充満された各要素のガスの排除のために第３の任意構成部７が設けられて
いてもよい。
【００４５】
より詳細には、構成部２１はその稀釈されたガスのための少なくとも１つの一般的入口を
含む。図２の具体例においては、２つの別個の入口、すなわちジーゼルエンジンからの排
気ガスのための入口Ｇ１と、及びガソリンエンジンからの排気ガスのための入口Ｇ２とが
存在している。もちろんこれは完全に随意的であるけれども、これは両方の型の排気ガス
を最もよく処理することを許容する。
【００４６】
この特別な態様において、Ｇ１からのガスは加熱されたフィルタホルダ２２を通して流れ
、次いで較正されたポート２３を通過する。加熱は炭化水素が保留されてしまうのを防止
することを許容する。Ｇ２からのガスはまず、較正されたポート２４を通して流れ、次い
でその排気ガスの中に場合により含まれている大きな不純物（粒子等）を捕捉するための
フィルタ２５を通過する。
【００４７】
２つの並列通路Ｇ１、Ｇ２は或る移送通路の末端において弁２６の近くで合一するが、こ
の移送通路はここではポンプ２８と、流量計２７と、及びソレノイド弁２９とを備えてい
る。
【００４８】
この移送通路はいくつかの並列通路のための共通の入口のところで終端している。ここで
は３本の並列通路がその稀釈されたガスの炭化水素類の試料を採取するために設けられて
いる。試料採取に先立ってガスを通し流すための第４の通路も設けられている。このガス
流通通路は試料採取に先立って流量を調節するためのソレノイド弁５０を含む。それら３
本の並列通路はそれぞれソレノイド弁５１とガス捕集用のバッグ５２とを備えている。
【００４９】
サンプリングバッグ５２を備えた通路の数は３本でなければならないことはない。本発明
の技術的範囲より逸脱することなく１本以上を備えていることができる。
【００５０】
更に、図２に示す本発明の具体例において用いられているソレノイド弁２９、５０及び５
１は、その稀釈されたガスを流通通路へ、又はバッグ５２の設けられた各通路の１つへ選
択的に分配し、また指向させるために、本発明の技術的範囲より逸脱することなくこの技
術において公知の他のいかなる手段によっても置き換えることができる。
【００５１】
炭化水素サンプリングモジュール２の第２の構成部８は、フィルタ５３へ、次いでソレノ
イド弁５６と連結されているポンプ５５へ、そして調節可能な流量計５４へ流入する稀釈
用空気に関し、その際これら全ての要素は、何本かの並列の通路に共通の１つの入口のと
ころで終端する稀釈ラインの上に直列に配置されている。これらの通路の１つはソレノイ
ド弁５７のみを含み、そしてこれはその稀釈用空気をサンプリング期に先立って、又はそ
の後で通過させるためのものである。
【００５２】
その他の並列通路（ここでは３本）は、それぞれソレノイド弁５８とサンプリングバッグ
５９とを含む。
【００５３】
本発明の技術的範囲より逸脱することなくそれらソレノイド弁５６、５７及び５８は稀釈
用空気を流通通路へ、又はバッグ５９の設けられた各通路の１つへ選択的に指向させるこ
とを許容する他のいかなる手段によって置き換えられていてもよい。
【００５４】
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更に、モジュール２は各サンプリングバッグ５２、５９から、又はそれらへ流入させ、ま
た流出させるための系７を含むことができる。流出時においてはそれらのバッグからこれ
らに前もって充填されていた（流入期において）外部空気が放出される。この任意操作は
同じバッグを何回かのサンプリング操作のために再利用することを許容する。
【００５５】
系７は外部空気を送り込む供給ライン７１を含み、この空気は流入期において第１ソレノ
イド弁７２、ポンプ７３、第２ソレノイド弁７４、そして次いでフィルタ７５を通して流
れ、これはフラッシングサイクルにおいてこの空気を浄化することを許容する。この外部
空気は次に２つに分割され、そのうちの一方は各バッグ５９がクリーニングを必要とする
ときにその稀釈用空気側においてソレノイド弁５６へ送られ、そして外部空気のもう一方
の部分は稀釈されたガスのサンプリングバッグ５２がクリーニングを必要とするときにソ
レノイド弁２９へ送られる。或る中央の系によって制御される各ソレノイド弁２９、５６
は外部空気の通過又は非通過を許容する。
【００５６】
流出時においてはそれらバッグの中に入れられていた空気が次のような経路に従って排出
される。すなわちこれは第１ソレノイド弁１２の中へ流入し、次いでポンプ７３及び第２
ソレノイド弁７４へ流れ込み、そしてこれは最後に特定のライン７６を通って流出する。
【００５７】
上に記述した構成部は更に、種々の異なったソレノイド弁及び他の活性要素を制御する手
段を含み、それによってサンプリングは、例えば排気ガスを放出するエンジン車両の作動
時期に従って行なわれることになる。
【００５８】
図３に図式的に示した制御装置がそのために設けられる。この制御支配装置はその運転サ
イクルの間に全ての試料採取パラメータを記録することを許容してそのシヤシ動力計の装
置の相互作用的制御を確実にし、そしてその最初のプログラム化に関して各サンプリング
回路（ポンプ、ソレノイド弁等）を構成する種々の要素を付勢するようなプログラム可能
な制御装置よりなる。
【００５９】
手段ＣＭはその熱的エンジンを、中でもその運転時期を特徴付ける全てのパラメータによ
って制御する装置である。
【００６０】
この手段ＣＭは第１モジュール１を制御する手段ＣＣＡに適当な制御信号を送り込み、そ
して第２モジュール２を制御する手段ＣＣＨに信号を送る。
【００６１】
【発明の効果】
以上のように、本発明によれば、予め定められた作動サイクル、例えば標準駆動サイクル
に関して試料採取の順序をプログラムすることが可能である。
【００６２】
このサンプリング操作の最後に、固体支持材（例えばカートリッジ３１及び４１）の上に
捕集された、又はサンプリングバッグ５２、５９の中に捕集された各試料は分析実験室へ
持ち込まれてここでそれらをクロマトグラフィーにより分析してその稀釈用空気及びその
稀釈されたガスの両方の中に存在するアルデヒドを定量し、また従って非稀釈状態のガス
の中の各汚染物質の量を求めることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明のアルデヒド及びケトンの試料採取手段の系統図。
【図２】本発明の炭化水素試料採取遮断の系統図。
【図３】本発明に従う制御装置の説明図。
【符号の説明】
１　　第１モジュール
２　　第２モジュール
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３　　アルデヒド及びケトン捕集回路
４　　稀釈用空気サンプリング回路
５　　シミュレーション回路
６　　排除流回路
７　　排除用回路
８　　第２構成部
２１　第１構成部
２２　加熱フィルタホルダ
２３、２４　ポート
２５　フィルタ
２６　弁
２７　流量計
２８　ポンプ
２９　ソレノイド弁
３０　稀釈されたガスの一般入口
３１　アルデヒド及びケトンサンプリング手段
３２　ソレノイド弁
３３　フィルタ
３４　ソレノイド弁
３５　フィルタ
３６　質量流量制御器
３７　ポンプ
４０　第２の一般的入口
４１　カートリッジ
４２　ソレノイド弁
４３　フィルタ
４４　ソレノイド弁
４５　フィルタ
４６　質量流量制御器
４７　ポンプ
５０、５１　ソレノイド弁
５２　サンプリングバッグ
５３　フィルタ
５４　調節可能流量計
５５　ポンプ
５６、５７、５８　ソレノイド弁
５９　サンプリングバッグ
６１　一般的入口
６４、６５　ガス流量固定手段
６６、６７　ソレノイド弁
７１　供給ライン
７２　ソレノイド弁
７３　ポンプ弁
７４　ソレノイド弁
７５　フィルタ
Ｇ１、Ｇ２　並列通路
ＣＭ　制御装置
ＣＣＡ、ＣＣＨ　制御手段
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